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団体の概要

１．設立年月日： 2004年8月7日

２．活動目的及び主な活動内容
〇目的

障害の子どもの放課後および学校休業日における活動を発展させる運動
を進め、障害のある子どもの発達およびその家族への援助が保障されるよ
うにすることを目的とし、その目的に資するための活動を行うこと

〇主な活動内容

（１）学齢期の成長発達への支援に関する研修事業

（２）障害児施策に関する調査及び研究事業

（３）障害児施策に関する関係機関への働きかけ・提言事業

（４）会員相互間の連携・情報の交換事業

（５）前号各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

（６）その他、本会の目的の達成に必要な事業

３．会員数等 （2022年3月30日現在）

地域連絡会 １２都府県

事業所・個人を含む会員数 ４２１ 2



障害児通所支援に関する意見等

Ⅰ 「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和4年法律第66号）施行後の、児童発達支援センター
の方向性について ⇒現実性に困難があると考える

•児童発達支援センターは、学齢前のお子さんへの支援を中心としているものが多く、学齢期の子どもたちへの実践が蓄
積されていない場合が多い。その状況を前提とすると、地域の放課後等デイ事業所へのスーパーバイズ・コンサルテー
ション機能を果たすことは困難な場合があると考える。

•地域における研修実施の中心的役割を担うことや、支援困難事例の共有・検討という点については賛成。ただし、①自立
支援協議会や、他の地域連携の仕組みが構築されている地域における役割分担の仕方、②放課後等デイでは、学校関
係との連携が重要となるが、児童発達支援センターに、学校関係者（担任、コーディネーターの先生）と連絡調整をするこ
とはできるのか、の2点については懸念をする。

Ⅱ 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型（仮称）」と「特定プログラム特化型（仮
称）」の方向性等について ⇒総合支援型が基本型であることを明確にしていくことが重要

•総合支援型が、放課後等デイの「基本型」であることを明確にしていくことが重要であると考える

•そして、「遊び・生活・集団（仲間）」という放課後活動の意義を明確にすることが大切だと考える。「その日ごとに何かに特
化したプログラムを組む」というような形では、子どもたちの放課後の生活を分解するものとなり、本来の放課後活動の意
義を実現できない。子どもの表面的な行動を切り分け、その部分だけを評価するものは不適切。子どもを全体として受け
止めた上で、1人1人の子どもの内面に寄り添って、丁寧に成長・発達を評価することが重要。そして、それが実現できる
人員配置とそのための報酬単価の設定をすべき（参考資料１、参考資料２参照）。その際には、放課後等デイは、児童発
達支援事業とは目的・内容が異なるものであることを明確にすべき。

• 「集団（仲間）の大切さ」、「子どもの主体性を大事にすること」、「子どもの内面を理解し寄り添うこと」、「仲間と遊び切ると
いう、子ども期に保障すべき当たり前のことを活動・支援の中心にすること」、これらが重要であると考える（参考資料３）。

•特定プログラム特化型は、「専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等」を念頭に置いたものとされている。
しかしこれらの療法は、医師の関与を前提にして行う支援である。障害の「医学モデル」を前提とするような支援は、子ど
もの遊びと生活を中核とする放課後活動とは目的を異にする。また、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しにつ
いて中間整理」にあるように、見守りだけや、学習塾のような学習支援のみ、ビアノや絵画のみの指導となっている事業
については、専門性の高い有効な発達支援と判断できない例があるため、放課後等デイサービスとはみなすことはでき
ないと考える。 3



障害児通所支援に関する意見等

Ⅲ 子ども・子育て一般施策への移行等について

⇒一般施策の受け入れ態勢の整備が先決ではないか（参考資料４参照）

•学童クラブにおける障害児受け入れ数は少ない。また、放課後児童クラブは、小学生までが対象であり、
中高生の放課後についての一般的施策はない。放課後等デイと放課後児童クラブとでは対象年齢が違う。

•一般施策への移行を推進するという議論自体は理解するが、受け入れ先の体制が十分でないまま、移
行が進められるケースが出てくる可能性がある。それに対応できる制度設計を行う必要がある。

Ⅳ 障害児通所支援の調査指標について

⇒子どもへの支援の必要性を数値化することは不適切（参考資料５、６参照）

•放課後等デイでは、「子どもの状態像」による判定として、2018年度に「指標による判定」が導入され、そ
の指標が、2021年度には「個別サポート加算Ⅰの判定基準」（2021年度）に適用されるに至っている。

•私たちは、子どもの成長・発達を「点」として捉えて評価することが不適切であること、また、子どもの「でき
なさ」を強調することが子どもや保護者を傷つけることになっていることを理由として、指標による判定に
反対してきた（参考資料５参照）。「支援の必要性」を数値化したいという考えは理解するが、どのように指
標を改善しても、支援の必要性は数値化できないものであり、さらに、自治体の担当課・担当者の考えに
よって差異が生じてしまうことは明らか。（参考資料６参照）

Ⅴ 障害児通所支援の質の向上について

⇒「放課後の意義の理解」「子ども理解」を中心とした、支援の充実につながる研修制度の構築

•「評価をすれば活動・支援の質が上がる」わけではない。

•重要なのは、「子どもたちにとっての放課後の意義」や、「生活・遊び・集団（仲間）」を土台とした「人格の
形成」という視点から「子ども理解」を深めることであると考える。

•それらを実践に引き付けて学ぶ研修の場の構築こそが重要であると考える。
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参考資料１

参考資料１ 全国放課後連調査「『令和元年障害福祉サービス等経営
概況調査』に対する独自調査としての『人員、収支差率、給与費率の
緊急調査』」（2020年10月）

・「遊び・生活・集団（仲間）」を
基本とすると、子ども10人に
対して、スタッフが6人程度が

必要ということがわかってい
る。

・人員配置基準等を検討する
際には、こういった実態を反
映させる必要があると考える。
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参考資料２

参考資料２ 全国放課後連調査「報酬改定指標判定・区
分導入に関する事業所調査と提言」（2019年3月31日）
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参考資料３

参考資料３ 全国放課後連「全国放課後連ニュース第34号」（2018年7月16日発行）
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参考資料４

参考資料４ 厚労省「令和3年（2021年）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状
況」（2021年12月24日）

・全クラブに対して、障害児を受
け入れているクラブの割合は、
2021年度は57.8％であり、6割に

満たない。また、受け入れ数も、
2人以下が54.5％となっている。

・さらに、小学校高学年になると、
受け入れ数は極端に減少する。

・放課後等デイの対象児は、小
学生から高校生までである。そ
の年齢の差異にも注目しなけれ
ばいけないと考える。
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参考資料５

参考資料５ 全国放課後連「全国放課後連ニュース第34号」（2018年7月16日発行）

指標判定導入時（2018年度）の保護者の声
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参考資料６
参考資料６ 埼玉放課後連「市町村個別サポート加算該当基準調査」（2021年11月）

⇒埼玉県内の市区町村担当課に直接アンケートを取ったもの。その結果の中の「個別サポート加算
Ⅰの判定」についての調査結果 抜粋

市区町村 判定基準 判定時期 聞取り対象者 事業所への聞
取り

支給決定
割合

○○市 その他（今年度
の通知にそって）

更新時に再判定

その他（事業所よ
り問い合わせが
あった場合には再
度判定）

本人（対面）
事業所
相談支援事業所

その他（必要に応じ
て事業所及び相談
支援事業所の聞き
取り）

受給者証発行児の
一部に一部の事業
所に実施

55%

○○市 指標判定該当児

就学時のサポー
ト調査

令和3年度の改正
に合わせて判定

本人（対面）

保護者（対面・電
話・書面）

事業所（対面・書
面）

受給者証発行児の
一部に利用先事業
所すべてに実施

17.1%

・市区町村によって、最大38ポイント程度の差が生じてしまっている。

・また、聞き取り対象者や聞き取り方法なども差異があり、担当課・担当者次第で判定が
左右される非常に不安定な仕組みとなっている。 10



参考資料７

◎障害のある子どもの放課後実践についての参考書籍

•全国放課後連『障害のある子どもの放課後活動ハンドブック～放課後等デイサービ
スをよりよいものに』（かもがわ出版、2011年）

•全国放課後連『放課後等デイサービスハンドブック』（かもがわ出版、2017年）

•村岡真治『ゆうやけで輝く子どもたち～障害児の放課後保障と実践のよろこび』（全国
障害者問題研究会出版部、2008年）

•村岡真治『揺れる心が自分をつくる～放課後活動だからできること』（全国障害者問
題研究会出版部、2013年）

•村岡真治『まるごと入門 障害児の人格を育てる放課後実践』（全国障害者問題研究
会出版部、2018年）

◎障害のある子どもたちの放課後活動を追ったドキュメンタリー映画

• 2013年公開 「世界一すてきな僕たち私たちへ ～響きあい、育ち合う 発達の芽」
（企画・製作・著作 ピースクリエイト有限会社・世界一すてきな僕たち私たちへ製作
上映実行委員会） ⇒全国放課後連の加盟事業所である「こぴあクラブ」（東京都江
東区）を追ったドキュメンタリー映画

• 2019年公開 「ゆうやけ子どもクラブ！」（企画・製作・著作 井出商店映画部） ⇒全
国放課後連の加盟事業所である「ゆうやけ子どもクラブ」（東京都小平市）を追ったド
キュメンタリー映画 11


